
○  一般的な生活上の悩みをはじめ、生活困窮者、ＤＶ被害者など社会的な繋がりが希薄な方々の相談先として、２４時間３６５
日無料の電話相談窓口を設置するとともに、必要に応じ、面接相談や同行支援を実施して具体的な解決に繋げる寄り添い支
援を行う。 

 
○   事業は、公募により選定した法人（平成２３、２４年度は（社）社会的包摂サポートセンター）が実施。「中央センター」を設置す 

るとともに、各地域で活動している団体の協力を得て「地域センター」を設置。 
 
○  「中央センター」は、事業全体を統括するとともに、地域センターでは対応できない時間や地域等を補完する形で全国からの

電話相談を受け付ける。「地域センター」は、担当する地域からの電話相談を受け付けるとともに、必要に応じ、面接相談、同
行支援を行い、相談者の具体的な問題解決につなげる支援を行う。 

 
○    平成２５年度予算額（案） １５億円（被災地支援事業（東日本大震災復興特別会計（復興庁計上）、５億円）と 
                           全国支援事業（一般会計（厚生労働省計上）、１０億円）を実施） 
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※被災地を重点的に実施する事業も全国的に
展開する事業もそれぞれ同じ仕組みで実施 
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